
令 和 3 年 第 1 回

さくら市議会定例会議案書

№1
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付 議 事 件
第 1 回定例会

番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

1 さくら市印鑑条例の一部改正について 市 長
No.1

P 5

2
さくら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例の一部改正について
〃 P 6

3 さくら市手数料条例の一部改正について 〃 P 7

4 さくら市国民健康保険税条例の一部改正について 〃 P 8

5 さくら市介護保険条例の一部改正について 〃 P 10

6

さくら市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運

営に関する基準等を定める条例の一部改正につい

て

〃 P 12

7
さくら市市道の構造の技術的基準を定める条例の

一部改正について
〃 P 14

8 さくら市営住宅管理条例の一部改正について 〃 P 16

9
さくら市消防団員の定員、任免、給与、服務等に

関する条例の一部改正について
〃 P 17

10 令和 2 年度さくら市一般会計補正予算（第 13 号） 〃 P 19

11
令和 2 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区

画整理事業特別会計補正予算（第 2 号）
〃 P 61

12
令和 2 年度さくら市国民健康保険特別会計補正予

算（第 4 号）
〃 P 79

13
令和 2年度さくら市介護保険特別会計補正予算（第

4 号）
〃 P 95

14
令和 2 年度さくら市下水道事業会計補正予算（第 3

号）
〃 P111

15 令和 3 年度さくら市一般会計予算 〃
No.2

P 5

16
令和 3 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区

画整理事業特別会計予算
〃

No.3

P 5
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番号 事 件 名 提案者 ﾍﾟｰｼﾞ

17 令和 3 年度さくら市国民健康保険特別会計予算 市 長 P 27

18 令和 3 年度さくら市後期高齢者医療特別会計予算 〃 P 53

19 令和 3 年度さくら市介護保険特別会計予算 〃 P 71

20 令和 3 年度さくら市水道事業会計予算 〃 P109

21 令和 3 年度さくら市下水道事業会計予算 〃 P133

22 さくら市教育委員会委員の任命同意について 〃 P157

23
鍛冶ヶ澤辺地、上河戸辺地及び南和田辺地に係る

総合整備計画の策定について
〃 P158

24
松島辺地、下河戸北辺地及び穂積辺地に係る総合

整備計画の変更について
〃 P163

報告

1

専決処分事項の報告について（損害賠償の額の決

定及び和解）
〃 P170

諮問

１
人権擁護委員候補者の推薦について 〃 P172

-4-



議案第 1 号

さくら市印鑑条例の一部改正について

さくら市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 3 年 2 月 22 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市印鑑条例の一部を改正する条例

さくら市印鑑条例（平成 17 年さくら市条例第 12 号）の一部を次のよ

うに改正する。

第 5 条第 2 項中第 4 号を削り、第 5 号を第 4 号とし、第 6 号から第 8

号までを 1 号ずつ繰り上げる。

第 13 条第 3 項を削り、同条第 4 項中「第 5 条第 2 項第 3 号から第 8

号まで」を「第 5 条第 2 項第 3 号から第 7 号まで」に改め、同項を同条

第 3 項とし、同条第 5 項を同条第 4 項とする。

附 則

この条例は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 13 条第 3

項を削り、同条第 4 項を同条第 3 項とし、同条第 5 項を同条第 4 項とす

る改正規定は、令和 3 年 10 月 1 日から施行する。
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議案第2号

さくら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正について

さくら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 3 年 2 月 22 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例

さくら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例（平成17年さくら市条例第44号）の一部を次のように改正する。

附則に次の1項を加える。

（新型コロナウイルス感染症のまん延を予防するために必要な予防接

種を行った場合の市医の報酬の特例）

5 予防接種法（昭和23年法律第68号）附則第7条第1項の規定による予

防接種を行った場合の市医の報酬については、別表市医の項中「日額

29,000円」とあるのは、「日額 90,000円（当該執務が1日に満たな

い場合にあっては、45,000円）」とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 3 号

さくら市手数料条例の一部改正について

さくら市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 3 年 2 月 22 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市手数料条例の一部を改正する条例

さくら市手数料条例（平成 17 年さくら市条例第 67 号）の一部を次の

ように改正する。

別表第 58 の 2 の項を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第4号

さくら市国民健康保険税条例の一部改正について

さくら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定め

る。

令和 3 年 2 月 22 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

さくら市国民健康保険税条例（平成17年さくら市条例第65号）の一部

を次のように改正する。

第2条第2項ただし書中「61万円」を「63万円」に改め、同条第4項ただ

し書中「16万円」を「17万円」に改める。

第21条各号列記以外の部分中「61万円」を「63万円」に、「16万円」

を「17万円」に改め、同条第1号中「33万円」を「43万円（納税義務者並

びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得を有する者（前年中に法第703条の5に規定する総所得金

額に係る所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第1項に規定する給与所

得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同条

第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。）をいう。

以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者

（前年中に法第703条の5に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第

3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的
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年金等控除額の控除を受けた者（年齢65歳未満の者にあっては当該公的

年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。）をいい、

給与所得を有する者を除く。）の数の合計数（以下この条において「給

与所得者等の数」という。）が2以上の場合にあっては、43万円に当該給

与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金

額）」に改め、同条第2号及び第3号中「33万円」を「43万円（納税義務

者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所

属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、43万円に当該給

与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金

額）」に改める。

附則第11項中「所得税法（昭和40年法律第33号）」を「所得税法」に

改め、「同条中「法第703条の5に規定する総所得金額」の次に「及び山

林所得金額」を加え、「、「法」を「「法」に、「とする。）」」を「と

する。）及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」」

に改める。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第21条第1号から

第3号までの改正規定及び附則第11項の改正規定は、公布の日から施行

する。

（適用区分）

2 この条例による改正後のさくら市国民健康保険税条例の規定は、令和

3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分ま

での国民健康保険税については、なお従前の例による。

-9-



議案第5号

さくら市介護保険条例の一部改正について

さくら市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 3 年 2 月 22 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市介護保険条例の一部を改正する条例

さくら市介護保険条例（平成17年さくら市条例第122号）の一部を次の

ように改正する。

第4条第1項中「平成30年度から令和2年度まで」を「令和3年度から令

和5年度まで」に、「それぞれ」を「、それぞれ」に改め、同項第1号中

「31,600円」を「33,000円」に改め、同項第2号及び第3号中「47,400円」

を「49,500円」に改め、同項第4号中「56,900円」を「59,400円」に改め、

同項第5号中「63,300円」を「66,000円」に改め、同項第6号中「75,900

円」を「79,200円」に改め、同項第7号中「82,200円」を「85,800円」に

改め、同項第8号中「94,900円」を「99,000円」に改め、同項第9号中「107,600

円」を「112,200円」に改め、同条第2項中「令和2年度」を「令和3年度

から令和5年度までの各年度」に、「19,000円」を「19,800円」に改め、

同条第3項中「令和2年度」を「令和3年度から令和5年度までの各年度」

に、「19,000円」を「19,800円」に、「31,700円」を「33,000円」に改

め、同条第4項中「令和2年度」を「令和3年度から令和5年度までの各年

度」に、「19,000円」を「19,800円」に、「44,400円」を「46,200円」
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に改める。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

（経過措置）

2 改正後の第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年

度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
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議案第 6 号

さくら市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部改正について

さくら市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 3 年 2 月 22 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例

さくら市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例（平成 30 年さくら市条例第 19 号）の一部を次のように改正

する。

第 6 条第 2 項中「管理者」を「前項の管理者」に改め、同項に次のた

だし書を加える。

ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合その他

やむを得ない理由がある場合には、介護支援専門員（主任介護支援専

門員を除く。）を同項の管理者とすることができる。

第 6 条第 3 項各号列記以外の部分中「管理者」を「第 1 項の管理者」

に改め、同項各号中「管理者」を「当該管理者」に改める。

附則第 2 項の見出しを削り、同項の前に見出しとして「（経過措置）」

を付し、同項中「平成 33 年 3 月 31 日」を「令和 9 年 3 月 31 日」に、「第
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6 条第 1 項」を「同条第 1 項」に改める。

附則に次の 1 項を加える。

3 令和 3 年 4 月 1 日以後における前項の規定の適用については、同項中

「第 6 条第 2 項」とあるのは「令和 3 年 3 月 31 日までに法第 46 条第

1 項の規定による指定を受けた事業所（同日において当該事業所の管

理者（第 6 条第 1 項の管理者をいう。以下同じ。）が、主任介護支援

専門員でないものに限る。）については、第 6 条第 2 項」と、「介護

支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を同条第 1 項の」とある

のは「引き続き、同日における管理者である介護支援専門員を」とす

る。

附 則

この条例は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。
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議案第7号

さくら市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部改正

について

さくら市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改正する条例

を次のように定める。

令和 3 年 2 月 22 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市市道の構造の技術的基準を定める条例の一部を改

正する条例

さくら市市道の構造の技術的基準を定める条例（平成24年さくら市条

例第24号）の一部を次のように改正する。

第5条第8項及び第10条第4項中「第41条第1項」を「第42条第1項」に改

める。

第34条中「横断歩道橋等」の次に「、自動運行補助施設」を加える。

第43条第3項及び第44条第2項中「第41条第1項」を「第42条第1項」に

改める。

本則に次の1条を加える。

（歩行者利便増進道路）

第45条 歩行者利便増進道路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道

又は歩行者利便増進道路である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者

専用道路には、歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
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2 前項に規定する部分には、歩行者利便増進施設等の適正かつ計画的な

設置を誘導する必要があるときは、歩行者利便増進施設等を設置する

場所を確保するものとする。この場合において、必要があると認める

ときは、当該場所に街灯、ベンチその他の歩行者の利便の増進に資す

る工作物、物件又は施設を設けるものとする。

3 歩行者利便増進道路（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（平成18年法律第91号）第10条第1項に規定する新設特定道路

を除く。）は、同項に規定する道路移動等円滑化基準に適合する構造

とするものとする。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、公布の日から施行する。

（適用区分）

2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の歩行者利便増進道

路に設けられる歩道若しくは自転車歩行者道又は歩行者利便増進道路

である自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路については、こ

の条例による改正後のさくら市道の構造の技術的基準を定める条例第

45条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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議案第8号

さくら市営住宅管理条例の一部改正について

さくら市営住宅管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 3 年 2 月 22 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市営住宅管理条例の一部を改正する条例

さくら市営住宅管理条例（平成17年さくら市条例第160号）の一部を次

のように改正する。

別表さくら市営草川Ｇ住宅の項を削る。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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議案第 9 号

さくら市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部改正について

さくら市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定める。

令和 3 年 2 月 22 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

さくら市条例第 号

さくら市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条

例の一部を改正する条例

さくら市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（平成 17

年さくら市条例第 170 号）の一部を次のように改正する。

第 13 条第 1 項中「1,500 円の費用弁償を支給する」を「2,000 円の費

用の弁償を行う」に、「1 万円」を「3 万円」に改め、同条第 2 項中「前

項に定めるもののほか、」を削り、「場合は、」の次に「前項に定めるもの

のほか、」を加え、「職員の旅費相当額を費用弁償として」を「市の職員

の旅費の額に相当する額を」に改める。

附 則

（施行期日）

1 この条例は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

2 改正後の第 13 条の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事
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由が生じた費用弁償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じ

た費用弁償については、なお従前の例による。
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議案第 10 号

令和 2 年度さくら市一般会計補正予算（第 13 号）

令和 2 年度さくら市の一般会計の補正予算（第 13 号）は、次に定める

ところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2 億 7,859 万 7

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 246 億 4,671

万 6 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第 2 条 既定の繰越明許費の追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」によ

る。

（債務負担行為の補正）

第 3 条 既定の債務負担行為の廃止は、「第 3 表 債務負担行為補正」

による。

（地方債の補正）

第 4 条 既定の地方債の追加、変更は、「第 4 表 地方債補正」による。

令和 3 年 2 月 22 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

-19-



-20-



-21-



-22-



-23-



第 2 表 繰 越 明 許 費 補 正

追 加 (単 位 ： 千 円 )

款 項 事 業 名 金 額

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費
放 課 後 児 童 健 全 育

成 事 業
1 , 8 0 0

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費
児 童 館 管 理 運 営 事

業
2 , 6 0 0

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費
子 ど も 子 育 て 支 援

推 進 事 業
1 3 9 , 7 0 0

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費
あ お ぞ ら 保 育 園 管

理 運 営 事 業
5 0 0

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費
た い よ う 保 育 園 管

理 運 営 事 業
5 0 0

3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費
わ く わ く 保 育 園 管

理 運 営 事 業
5 0 0

6 農 林 水 産 業

費
1 農 業 費

農 業 用 た め 池 防 災

減 災 対 策 事 業
3 3 , 0 0 0

6 農 林 水 産 業

費
2 林 業 費

森 林 経 営 管 理 制 度

事 業
1 , 5 1 4

8 土 木 費 1 土 木 管 理 費
木 造 住 宅 耐 震 改 修

事 業
1 , 1 0 0

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 道 路 維 持 補 修 事 業 4 4 , 0 5 1

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費
歩 行 者 安 全 対 策 事

業
3 , 0 0 0

-24-



(単 位 ： 千 円 )

款 項 事 業 名 金 額

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 道 路 改 良 事 業 5 0 , 9 8 6

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費
市 道 Ｋ １ ０ １ ０ 号 他

２ 路 線 道 路 改 良 事 業
7 , 4 6 8

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費
市 道 Ｕ １ － １ ０ 号

道 路 改 良 事 業
5 8 , 6 2 9

8 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 橋 梁 維 持 事 業 1 4 , 3 0 0

8 土 木 費 3 都 市 計 画 費 都 市 公 園 管 理 事 業 4 5 , 0 0 0

8 土 木 費 3 都 市 計 画 費
市 有 公 園 等 管 理 事

業
1 0 , 0 0 0

1 0 教 育 費 2 小 学 校 費
小 学 校 施 設 長 寿 命

化 改 良 事 業
3 7 5 , 0 0 0

1 0 教 育 費 4 幼 稚 園 費 幼 稚 園 事 業 1 5 4 , 0 0 0

1 0 教 育 費 5 社 会 教 育 費
氏 家 公 民 館 運 営 事

業
2 , 2 0 0

1 0 教 育 費 5 社 会 教 育 費
喜 連 川 公 民 館 運 営

事 業
1 , 4 0 8
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第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正

廃 止 (単 位 ： 千 円 )

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

氏 家 駅 東

西 線 橋 梁

修 繕 工 事

（ 市 発 注

分 ）

令 和 2 年 度 か ら

令 和 4 年 度 ま で
4 2 , 0 0 0 － －
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第4表　地方債補正

追　加 （単位：千円）

起 債 の 目 的

都市公園施設更新事業費

押上小学校校舎大規模改
修事業費

変　更 （単位：千円）

限 度 額
起債の方
法

利 率 償 還 の 方 法 限 度 額
起債の方
法

利 率 償 還 の 方 法

千円 千円

74,900 63,400

保育施設整備事業費 10,900 10,400

水道事業出資債 23,300 22,700

農道整備事業費 30,200 24,900

急傾斜地崩壊対策事業費 4,000 5,400

市道整備事業費 246,200 197,200

公営住宅除却費 13,500 0

消防施設整備事業費 1,200 1,000

防災行政メール改修事業
費

1,200 1,000

氏家公民館給排水改修事
業費

132,000 130,100

総合公園再整備事業費 57,000 0

限　度　額 起債の方法 利　　率 償還の方法

20,500
普通貸借
又　　は
証券発行

　4.0%以内（ただ
し、利率見直し方
式で借り入れる資
金について、利率
の見直しを行った
後においては当該
見直し後の利率と
する。）

　政府資金については、
その融資条件により、銀
行その他の場合にはその
債権者と協定するものに
よる。ただし、市財政の
都合により据置期間及び
償還期限を延長し、短縮
し、若しくは繰上償還、
又は借換えすることがで
きる。

275,000 同　上 同　上 同　上

補　　　　　　正　　　　　　前 補　　　　　　正　　　　　　後
起 債 の 目 的

庁舎非常用電源整備事業
費

普通貸借　
又　　は　
証券発行

　4.0%以
内（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れる資
金につい
て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては当該
見直し後
の利率と
する。）

　政府資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
はその債権者
と協定するも
のによる。た
だし、市財政
の都合により
据置期間及び
償還期限を延
長し、短縮
し、若しくは
繰上償還、又
は借換えする
ことができ
る。

補正前　　
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ
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令和2年度さくら市一般会計補正予算
（第13号）に関する説明書
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( )

( )

( )

( )

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

１　特別職

（単位：千円）

給　与　費

職員数 期末手当

　（人） 年間支給率(月分)

7,418

3.30

23,706

3.30

その他の

特 別 職

7,418

3.30

23,706

3.30

その他の

特 別 職

その他の

特 別 職

区　分 共済費 合　計
報　酬 給　料

その他
の手当

計

長　等 3 19,913 51 27,382 4,493 31,875

議　員 18 72,248 95,954 25,998 121,952

1,211 78,894 78,894 78,894

計 1,232 151,142 19,913 31,124 51 202,230 30,491 232,721

長　等 3 19,913 51 27,382 4,493 31,875

議　員 18 72,248 95,954 25,998 121,952

1,238 81,196 81,196 81,196

計 1,259 153,444 19,913 31,124 51 204,532 30,491 235,023

長　等 0 0 0

議　員 0 0 0

△ 27 △ 2,302 △ 2,302 △ 2,302

計 △ 27 △ 2,302 0 0 0 △ 2,302 0 △ 2,302

補
正
後

補
正
前

比

較
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( )

( )

( )

２　一般職

（１）総括

（単位：千円）

職員数 給　与　費

　　（人） 報　酬 給　料 職員手当 計

316

365

321

373

△ 5

△ 8

（単位：千円）

補正後 26,194 21,964 19,468 880 126,999 2,130

補正前 26,194 22,618 19,468 880 131,806 2,130

比　較 0 △ 654 0 0 △ 4,807 0

職員手当

補正後 34,670 280,820 183,310 17,840 0 321

の 内 訳 補正前 34,670 282,108 183,310 17,840 0 321

比　較 0 △ 1,288 0 0 0 0

補正後 0 0

補正前 0 0

比　較 0 0

備考　（　　）内は、短時間勤務職員について外書き。

区　分 共済費 合　計 備考

補正後 391,317 1,268,842 714,596 2,374,755 444,052 2,818,807

補正前 397,587 1,279,410 721,345 2,398,342 444,052 2,842,394

比　較 △ 6,270 △ 10,568 △ 6,749 △ 23,587 0 △ 23,587

区　分 扶養手当 通勤手当 住居手当
特殊勤務

手当
時間外勤務

手当
宿日直手当

区　分 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当
単身赴任
手当

管理職特別
勤務手当

区　分 地域手当 寒冷地手当
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（２）給料及び職員手当の増減額の明細

増減額 増減事由別内訳

（千円） （千円）

（３）給料及び職員手当の状況

　　職員１人当たりの給与

　平均給料月額　（円） 302,307 279,433

令和2年4月1日現在 　平均給与月額　（円） 371,122 314,877

　平均年齢　　　（歳） 40.4 55.2

備考　短時間勤務職員以外の職員について作成。

区　分 説　明 備　考

給　料 △ 10,568

　給与改定に
　伴う増減分

0

　昇給に伴う
　増加分

0

　その他の
　増減分

△ 10,568 不要額の減

職　員
手　当

△ 6,749

　制度改正に
　伴う増減分

0

　その他の
　増減分

△ 6,749 　不要額の減

区　分 一般行政職 技能労務職
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（単位：千円）

国・県 地方債 その他

2-氏家駅東西線橋梁
修繕工事（市発注
分）

(42,000)
0　　

令和2年度
令和4年度

(42,000)
0

(21,000)
0

(18,800)
0

(2,200)
0

　（　）内は、補正前の数値である。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

前年度末まで
の支出見込額

当該年度以降
の支出予定額

左の財源内訳

特　定　財　源事　　　　　項 限 度 額

期　間 金　額 期　間 金　額
一　般　
財　源
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（単位：千円）

起債見込額 元金償還見込額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ａ＋Ｂ－Ｃ）

１　普　通　債 14,656,406 14,029,164 1,652,503 1,701,304 13,980,363 

（１）総務 5,809,156 5,689,486 775,503 697,198 5,767,791 

（２）民生 509,998 435,948 10,400 74,244 372,104 

（３）衛生 299,881 330,697 22,700 23,738 329,659 

（４）農林水産 786,370 674,483 24,900 96,417 602,966 

（５）商工 0 0 93,300 0 93,300 

（６）土木 3,192,760 2,920,992 251,800 387,041 2,785,751 

（７）消防 709,856 702,831 2,000 81,507 623,324 

（８）教育 3,348,385 3,274,727 471,900 341,159 3,405,468 

２　災害復旧費 12,169 69,032 77,700 638 146,094 

（１）公共土木施設 8,769 29,557 14,100 213 43,444 

（２）農林水産業施設 3,400 39,475 63,600 425 102,650 

（３）その他公共施設 0 0 0 0 0 

合　　　計 14,668,575 14,098,196 1,730,203 1,701,942 14,126,457 

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込額

区　　　分

前々年度末
現在高

前年度末
現在高見込額

当該年度末
現在高見込額
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議案第 11 号

令和 2 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事

業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 2 年度氏家都市計画事業上阿久津台地土地区画整理事業特別会計

の補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 3,128 万 5 千

円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 3 億 9,145 万 6

千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 213 条第 1 項の規定に

より翌年度に繰り越して使用することができる経費は ､「第 2 表 繰

越明許費」による。

（地方債の補正）

第 3 条 既定の地方債の変更は、「第 3 表 地方債補正」による。

令和 3 年 2 月 22 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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第 2 表 繰 越 明 許 費

(単 位 ： 千 円 )

款 項 事 業 名 金 額

1 土 地 区 画 整

理 事 業 費

1 土 地 区 画 整 理

事 業 費

上 阿 久 津 台 地 土 地

区 画 整 理 事 業
6 1 , 3 3 0
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第3表　地方債補正

変　更 （単位：千円）

限 度 額
起 債 の
方 法

利 率 償 還 の 方 法 限 度 額
起 債 の
方 法

利 率 償 還 の 方 法

千円 千円

105,300 76,100

補　　　　　　正　　　　　　前 補　　　　　　正　　　　　　後
起 債 の 目 的

上阿久津台地土地
区画整理事業費

普通貸
借　又　　
は　証
券発行

　4.0%以
内（ただ
し、利率
見直し方
式で借り
入れる資
金につい
て、利率
の見直し
を行った
後におい
ては当該
見直し後
の利率と
する。）

　政府資金に
ついては、そ
の融資条件に
より、銀行そ
の他の場合に
はその債権者
と協定するも
のによる。た
だし、市財政
の都合により
据置期間及び
償還期限を延
長し、短縮
し、若しくは
繰上償還、又
は借換えする
ことができ
る。

補正前　　
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ
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令和2年度氏家都市計画事業上阿久津台地
土地区画整理事業特別会計補正予算

（第2号）に関する説明書
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（単位：千円）

起債見込額 元金償還見込額

（Ａ） （Ｂ） （Ｃ） （Ａ＋Ｂ－Ｃ）

上阿久津台地土地区
画整理事業費

1,770,319 1,694,119 76,100 164,078 1,606,141 

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

当該年度中増減見込額

区　　　分

前々年度末
現在高

前年度末
現在高見込額

当該年度末
現在高見込額
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議案第 12 号

令和 2 年度さくら市国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 2 年度さくら市国民健康保険特別会計の補正予算（第 4 号）は、

次に定めるところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 億 8,721 万 7

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 43 億 992 万 6

千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 3 年 2 月 22 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志

-79-



-80-



-81-



-82-



-83-



-84-



令和2年度さくら市国民健康保険特別会計補正予算
（第4号）に関する説明書
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議案第 13 号

令和 2 年度さくら市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 2 年度さくら市介護保険特別会計の補正予算（第 4 号）は、次に

定めるところによる ｡

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,505 万 1 千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 33 億 4,044 万 9 千

円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 3 年 2 月 22 日提出

さくら市長 뤷 塚 隆 志
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令和2年度さくら市介護保険特別会計補正予算
（第4号）に関する説明書
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議案第14号

令和2年度さくら市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総　則）
第1条　令和2年度さくら市下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによ
　　　る。

（債務負担行為の補正）
第2条　既定の債務負担行為の追加は、次のとおりとする。

事項 期間 限度額
令和２年度から
令和３年度まで

　　令和3年2月22日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さくら市長　뤷塚　隆志

排水設備工事検査確認
業務委託

1,930千円
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